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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

千種区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０１０００２２ 号 

奥山 さゆり 

名古屋市千種区西崎町２丁目４番地の１ 

０５２－７６３－７８４２ 

０５２－７６３－１５３５ 

０８０－１３８３－８３１４ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 千種区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 



  

3 

９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 千種区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市千種区西崎町２丁目４番地の１ 

電 話 番 号          ０５２－７６３－７８４２ 

ファクス番号   ０５２－７６３－１５３５ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 

 

 



  

7 

 

 

 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 千種区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  千種区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        



  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

東区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０２０００２０ 号 

久保田 聖美 

名古屋市東区泉二丁目２８番５号 

０５２－６８６－２５２５ 

０５２－９３２－９３１１ 

０８０－１３８３－８３３１ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 東区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 東区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市東区泉二丁目２８番５号 

電 話 番 号          ０５２－６８６－２５２５ 

ファクス番号   ０５２－９３２－９３１１ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 東区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  東区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

北区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０３０００６９ 号 

三谷 和代 

名古屋市北区清水四丁目１７番１号 

０５２－９１７－１２９４ 

０５２－９１５－２６４０ 

０８０－１３８３－８３４６ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 北区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 北区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市北区清水四丁目１７番１号 

電 話 番 号          ０５２－９１７－１２９４ 

ファクス番号   ０５２－９１５－２６４０ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 北区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  北区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

西区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０４０００１８ 号 

櫻井 智美 

名古屋市西区花の木二丁目１８番１号 

０５２－５３２－５３８８ 

０５２－５３２－９０８２ 

０８０－１３８３－８３６６ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 西区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 西区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地         名古屋市西区花の木二丁目１８番１号 

電 話 番 号         ０５２－５３２－５３８８ 

ファクス番号  ０５２－５３２－９０８２ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 西区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  西区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

中村区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０５０００３１ 号 

岡本 るみ 

名古屋市中村区名楽町４丁目７番地の１８ 

０５２－４８６－２１３４ 

０５２－４８３－３４１０ 

０８０－１３８３－８３８２ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 中村区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 



  

2 

４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 中村区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市中村区名楽町４丁目 

７番地の１８ 

電 話 番 号          ０５２－４８６－２１３４ 

ファクス番号   ０５２－４８３－３４１０ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 中村区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  中村区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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～あなたらしさを応援～ 
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

 

中区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０６０００２１ 号 

藤田 布実子 

名古屋市中区上前津二丁目１２番２３号 

０５２－３３１－９９５２ 

０５２－３３１－９９５３ 

０８０－１３８３－８４０２ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 中区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 中区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市中区上前津二丁目１２番２３号 

電 話 番 号          ０５２－３３１－９９５２ 

ファクス番号   ０５２－３３１－９９５３ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 中区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  中区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        



  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  



  

0 

 

 

 

指定居宅介護支援サービス 

指定介護予防支援サービス 
 

重 要 事 項 説 明 書 

利 用 契 約 書 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 
令和７年７月版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～あなたらしさを応援～ 



  

1 

第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

 

昭和区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０７０００１１ 号 

櫛田 加奈 

名古屋市昭和区御器所三丁目１８番１号 

０５２－８８４－５５１２ 

０５２－８８３－２２３１ 

０８０－１３８３－８４２６ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 昭和区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 



  

2 

４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 昭和区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市昭和区御器所三丁目１８番１号 

電 話 番 号          ０５２－８８４－５５１２ 

ファクス番号   ０５２－８８３－２２３１ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 昭和区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  昭和区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

 

瑞穂区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０８０００１９ 号 

伊藤 由美 

名古屋市瑞穂区佐渡町３丁目１８番地 

０５２－８４１－４０６７ 

０５２－８４１－４０８０ 

０８０－１３８３－８４４４ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 瑞穂区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 瑞穂区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市瑞穂区佐渡町３丁目１８番地 

電 話 番 号          ０５２－８４１－４０６７ 

ファクス番号   ０５２－８４１－４０８０ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 



  

6 

ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 瑞穂区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  瑞穂区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

熱田区介護保険事業所 

愛知県 ２３７０９０００１７ 号 

山口 由美 

名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号 

０５２－６７１－３１９７ 

０５２－６７１－４０１９ 

０８０－１３８３－８４６０ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 熱田区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 熱田区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市熱田区神宮三丁目１番１５号 

電 話 番 号          ０５２－６７１－３１９７ 

ファクス番号   ０５２－６７１－４０１９ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 熱田区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  熱田区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

中川区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１００００５６ 号 

馬場 眞由美 

名古屋市中川区小城町１丁目１番地の２０  

０５２－３５２－８２９２ 

０５２－３５２－３８２５ 

０８０－１３８３－８４８２ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 中川区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 中川区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地        名古屋市中川区小城町１丁目１番地の２０ 

電 話 番 号          ０５２－３５２－８２９２ 

ファクス番号   ０５２－３５２－３８２５ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 中川区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  中川区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  



  

0 

 

 

 

指定居宅介護支援サービス 

指定介護予防支援サービス 
 

重 要 事 項 説 明 書 

利 用 契 約 書 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 
令和７年７月版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～あなたらしさを応援～ 



  

1 

第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

港区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１１０００１３ 号 

冨澤 延子 

名古屋市港区港楽二丁目６番３２号 

０５２－６５１－０７０４ 

０５２－６６１－２９４０ 

０８０－１３８３－８５００ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 港区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 



  

3 

９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 港区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市港区港楽二丁目６番３２号

電 話 番 号          ０５２－６５１－０７０４ 

ファクス番号   ０５２－６６１－２９４０ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 



  

6 

ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 港区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称 港区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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～あなたらしさを応援～ 
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

南区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１２０００６０ 号 

近藤 貴子 

名古屋市南区前浜通３丁目１０番地 

０５２－８１９－６２００ 

０５２－８２３－２６８８ 

０８０－１３８３－８５２８ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 南区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会  南区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市南区前浜通３丁目１０番地 

電 話 番 号          ０５２－８１９－６２００ 

ファクス番号   ０５２－８２３－２６８８ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 南区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  南区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

 

守山区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１３０００４３ 号 

山來 初枝 

名古屋市守山区小幡南一丁目２４番１０号 

０５２－７５８－２０１４ 

０５２－７５８－２０１５ 

０８０－１３８３－８５５０ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 守山区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 



  

2 

４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 守山区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地        名古屋市守山区小幡南一丁目２４番１０号 

電 話 番 号         ０５２－７５８－２０１４ 

ファクス番号  ０５２－７５８－２０１５ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 



  

6 

ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 

 

 



  

7 

 

 

 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 守山区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  守山区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

緑区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１４０００２５ 号 

荒井 裕子 

名古屋市緑区鳴子町１丁目７番地の１ 

０５２－６８０－７７６６ 

０５２－６８０－７６２０ 

０８０－１３８３－８５６８ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 緑区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 緑区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市緑区鳴子町１丁目７番地の１ 

電 話 番 号          ０５２－６８０－７７６６ 

ファクス番号  ０５２－６８０－７６２０ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 



  

5 

 

 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 緑区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下記

の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  緑区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

名東区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１５０００４８ 号 

黒木 久見子 

名古屋市名東区上社一丁目８０２番地 

上社ターミナルビル２階 

０５２－７２６－８６６９ 

０５２－７２６－８７７６ 

０８０－１３８３－８５９５ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 名東区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会   区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市名東区上社一丁目８０２番地 

上社ターミナルビル２階 

電 話 番 号          ０５２－７２６－８６６９ 

ファクス番号   ０５２－７２６－８７７６ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 名東区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、下

記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称  名東区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  
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第１部 重要事項説明書  

 

１ 目的 

介護保険制度を利用されるお客様の相談に応じ、ご希望に合わせた指定居宅サービス等の組み

合わせを考える「居宅(介護予防)サービス計画」の作成などを行い、さまざまな障がいを抱えな

がらも在宅で生き生きと暮らし、家族の方も安心して過ごせるように支援することを目的として

います。 

 

２ 事業所の概要                                                            

事業者概要 

 

事業者名 

代表者 

担当部署 

所在地 

  

電話番号 

FAX番号 

 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 

会  長  河 内 尚 明 

在宅福祉部 

名古屋市昭和区阿由知通３‐１９ 

昭和区役所７階 

０５２－７３１－９７５８ 

０５２－７３１－９７２８ 

事業所概要 

事業所名 

指定番号 

管理者 

所在地 

 

電話番号 

FAX番号 

時間外連絡電話番号 

天白区介護保険事業所 

愛知県 ２３７１６０００３８ 号 

加納 裕香 

名古屋市天白区原一丁目３０１番地 

原ターミナルビル３Ｆ 

０５２－８００－２２５５ 

０５２－８０９－５５５１ 

０８０－１３８３－８６１７ 

開 設 年 月 日 平成１２年４月１日 

通常の事業の実施地域 天白区 

 

３ 事業所の職員体制 

職員体制 

職種 職務の内容 人数 

管理者 

（介護支援専門員と兼務） 

事業の実施状況の把握及び職員の

管理等 
1  名 

介護支援専門員 

居宅(介護予防)サービス計画の作

成及び管理並びに要介護認定調査

等の居宅介護(介護予防)支援の提

供等 

  ３  名以上 
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４ 担当者 

(1) 厚生労働省で定められた試験に合格し、研修を修了した介護支援専門員が、お客様のご相談

に応じます。 

(2) 本会では、サービス提供の都合上、担当させていただく介護支援専門員は指名できませんの

で、ご了承ください。 

(3) 担当させていただく介護支援専門員の交替を希望される場合は、交替を希望される理由を明

らかにして、区介護保険事業所までご連絡ください。 

(4) サービス提供が長期にわたる場合など、区介護保険事業所の都合により、介護支援専門員を

交替させていただくことがあります。 

(5) 医療機関に入院された際は、担当の介護支援専門員氏名、事業所名及び連絡先を医療機関に

お伝えください。 

 

５  営業日及び時間 

(1) 事業所は、月曜日から金曜日の午前９時から午後５時まで営業しています。ただし、国民の

祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日及び年末年始（12月29日～１月3日）

は、お休みとさせていただきます。 

(2) 事業所の営業時間外においては、時間外対応用電話により対応いたします。 

 

６ サービス内容 

(1) お客様が「要介護・要支援認定」を受けるための申請のお手伝いをします。 

(2) 常に公正・中立の立場を保ち、またお客様の心身の状況、生活環境、ご家族を含めたご希望

を伺ったうえで居宅(介護予防)サービス計画を作成します。 

(3) この居宅(介護予防)サービス計画によるサービスが、適正に実施されるようにサービス事業

者等の調整などを行います。なお、サービス事業者については、複数の事業者の紹介を求める

ことが可能です。また、ご要望に応じて当該事業者を居宅(介護予防)サービス計画に位置付け

た理由を説明いたします。 

(4)  居宅(介護予防)サービス計画の作成後においても、お客様やサービス事業者などとの連絡

を継続的に行うとともに、必要に応じ実施状況の把握や居宅(介護予防)サービス計画の変更を

行います。 

(5)  その他、介護保険に関する相談などに応じます。 

 

７ 利用料及びその他の費用 

利用料は、原則として無料です。（保険料の滞納などの理由により、償還払いや一部負担の適

用のある方は、一定額の負担が生じます） 

  ただし、通常の事業の実施地域以外にお住まいの方で、居宅介護(介護予防)支援サービスの提

供を受ける場合には、介護支援専門員が伺う際に要した交通費実費をいただく場合があります。 

 なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。 

(1) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル未満 往復２００円 

(2) 通常の事業の実施地域を超える地点から片道５キロメートル以上 往復４００円 

詳しくは、別紙「居宅介護(介護予防)支援利用料金一覧」のとおりです。 

 

８ 虐待防止について  

事業所は、お客様の人権の擁護・虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、職

員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 
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９ 業務継続計画について 

感染症や非常災害発生時等にお客様に対する居宅介護(介護予防)支援の提供が継続的に実施す

るため及び早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画（BCP））を策定し必要な措置を講じ

ます。  

 

１０ 感染症予防やまん延防止について 

事業所は、感染症の発生及びまん延等に関する取り組みの徹底を図るために、必要な体制の整

備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講じます。 

 

１１ ハラスメント対策 

(1) 事業所は職場におけるハラスメント防止に取り組み、職員が働きやすい環境づくりを目指 

します。  

(2) お客様及びそのご家族等が事業者の職員に対して以下のハラスメント行為を行った場合 

には、契約解除・損害賠償請求も含めて厳正に対応いたします。 

暴行 殴る、蹴る、つねる など 

暴言 「死ね」「役立たず」など、職員の尊厳を傷つけるような言葉をいう など 

威嚇 

近距離で職員に対して怒鳴る、反社会的勢力の構成員だった過去を示した

り、殺傷能力のある物を示して職員に恐怖心を与える行為、職員の求めに

反してペットを柵に入れない など 

セクハラ 必要もなく手や腕を触る、抱きしめる、性的な動画・音声を流す など 

過度な要求 職員の契約内容以外の労力や介護保険制度から逸脱する内容の要求 など 

プライバシー

侵害 

職員の許可なくその撮影をしてSNS上に投稿する、執拗に個人情報を尋ね

るなど 

そのほか、上記に類する、当事者間の信頼関係を破壊する一切の行為。 

 

１２ 秘密の保持 

サービスを提供する中で、お客様からお聞きする個人情報はお客様等の了解（同意）なしに他

へ漏らすことはありませんのでご安心ください。このことは、職員が退職後も在職中知り得た個

人の情報を漏らすことがないよう措置を講じます。 

ただし、個人情報使用同意書をもって、サービス提供事業者や主治医等に対して、居宅(介護予

防)サービス計画の作成やサービス提供を行うために、皆様からお聞きした身体状況などの必要な

情報や要介護認定等に伴う個人の情報を提供させていただくことをご了承ください。 

 

１３ 事故発生時の対応 

(1) 居宅介護(介護予防)支援サービスの実施にあたって皆様の生命・身体・財産に損害を与え 

た場合、その損害を賠償しますので、事故が発生した場合は事業所までご連絡ください。た 

だし、事業所又はその職員の責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではあり 

ません。 

(2) 事業所は、事故が発生した場合速やかにご家族に報告するとともに、必要に応じて名古屋

市にも報告させていただきます。 
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１４ 相談窓口・苦情対応 

サービスについて、ご不満がある場合や事故が発生した場合には、次のお客様相談窓口へご連

絡ください。迅速に対応いたします。 

 

また、次の公的機関においても苦情申出等ができます。 

名古屋市 

 

健康福祉局高齢福祉部 

 

介護保険課 東桜分室 

所 在 地          名古屋市東区東桜一丁目１４番１１号 

ＤＰスクエア東桜８階 

電 話 番 号          ０５２－９５９－３０８７ 

ファクス番号   ０５２－９５９－４１５５ 

受 付 時 間    土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前８時４５分から午後５時１５分                                                                                  

 愛知県国民健康保険  

 団体連合会（国保連） 

所 在 地         名古屋市東区泉一丁目６番５号                                        

電 話 番 号         ０５２－９７１－４１６５                                      

ファクス番号   ０５２－９６２－８８７０                                       

受 付 時 間   土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

               午前９時から午後５時                                                                                  

 

１５ サービスの利用割合 

  お客様及びそのご家族様等のご要望に応じて、当事業所の居宅(介護予防)サービス計画の訪問

介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況をお示しすることが可能です。 
 

１６ その他 

  お客様の身体的な状態が変わり、再び「要介護・要支援認定」が必要となった場合は、変更手

続きなどのお手伝いをします。 

  

（第１部以上） 

お客様苦情・相談窓口 

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会 天白区介護保険事業所 

お客様窓口（苦情受付担当者） 

所 在 地          名古屋市天白区原一丁目３０１番地 

原ターミナルビル３Ｆ 

電 話 番 号          ０５２－８００－２２５５ 

ファクス番号   ０５２－８０９－５５５１ 

受 付 時 間  土・日曜日、祝日、年末年始以外の 

             午前９時から午後５時 
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 第２部 契約に関すること（重要事項説明書以外の部分）  
 

（契約期間） 

第１条  本契約の有効期間は、契約締結の日からお客様の要介護・要支援認定の有効期間満了日 

までとします。ただし、契約期間満了の２日前までにお客様から契約終了の申し入れがない場 

合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

 （居宅サービス計画の決定） 

第２条  介護支援専門員は、作成した居宅(介護予防)サービス計画の原案に盛り込んだ指定居宅 

サービス等について、保険給付の対象となるか否かを判断した上で、その種類、内容、利用料 

等についてお客様及びその家族等に対して説明し、お客様の同意を得た上で決定するものとし 

ます。 

 

（介護保険施設への紹介） 

第３条  事業所は、お客様が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合、 

又はお客様が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その 

他の便宜の提供を行うものとします。 

 

（サービス利用料金の支払い） 

第４条  事業所の提供する居宅介護(介護予防)支援サービスに関する利用料金について、事業所 

が法律の規定に基づいて、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法 

定代理受領）は、お客様の自己負担はありません。ただし、お客様の介護保険料の滞納等によ 

り、事業所が介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、 

お客様はサービス利用料金の全額を事業所に対し、いったん支払うものとします。 

２  前項の他、お客様が、事業所の通常の事業実施地域以外の居宅等への訪問を受けて居宅介 

護(介護予防)支援サービスの提供を受ける場合には、お客様は介護支援専門員がお客様宅等へ 

伺う際に要した交通費実費を事業所に支払うものとします。 

 

 （利用料金の変更） 

第５条  第４条第１項に定めるサービス利用料金について、介護保険関係法令に基づく金額に変 

更があった場合、事業所は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 

 

 （事業所の記録作成・交付の義務） 

第６条 事業所は、お客様に対する居宅介護(介護予防)支援サービスの実施について記録を作成 

するとともに、５年間保管し、お客様又は代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、又はその複 

写物を交付するものとします。 

２  事業所は、お客様が他の居宅介護(介護予防)支援事業者の利用を希望する場合、又はその 

他お客様から申し出があった場合には、お客様に対し、直近の居宅(介護予防)サービス計画及 

びその実施状況に関する書類を交付します。 

 

 （契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

第７条 お客様は、次の各号のいずれかに該当する契約の終了がない限り、本契約に定めるとこ 
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ろに従い事業所が提供するサービスを利用することができるものとします。 

  (1) お客様が死亡した場合 

  (2) 要介護・要支援認定によりお客様が非該当と判定された場合 

 (3) 居宅介護(介護予防)支援から第1号介護予防支援に切り替わった場合 

 (4) お客様が介護保険施設に入所した場合 

  (5) 事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖 

した場合 

  (6) 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

  (7) 第８条から第１０条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

 

 （お客様からの中途解約） 

第８条 お客様は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができるものとします。この場 

合には、お客様は契約終了を希望する日の２日前までに事業所に通知するものとします。 

２ お客様は、事業所が作成した居宅(介護予防)サービス計画に同意できない場合は、本契約を 

即時に解約することができます。 

 

（お客様からの契約解除）    

第９条 お客様は、事業所、又はその職員が次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合 

には、本契約を解除することができます。 

 (1) 正当な理由なく本契約に定める居宅介護(介護予防)支援サービスを実施しない場合 

  (2) 重要事項説明書「12 秘密の保持」に定める守秘義務に違反した場合 

 (3) 故意又は過失によりお客様もしくはその家族等の生命・身体・財産・信用等を傷つけ、又 

は著しい背信行為等、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

  

（事業所からの契約解除） 

第１０条 事業所は、事業の適正な運営のため、やむを得ず、次の各号のいずれかに該当する場 

合には本契約を解除することがあります。 

(1) お客様が利用料の支払いを３か月間怠った時は、相当の期間を設けた催告の上、本契約を

解除いたします。 

(2) お客様およびそのご家族等によるハラスメントがあった場合 重要事項説明書「11 ハラス

メント対策」に記載したハラスメント行為及びそれに類する行為がなされ、事業所がその

是正を求め、事業所として取りうる防止策を講じても、お客様及びその家族によるハラス

メント行為がやまず、当事者間の信頼関係が失われるに至った場合、本契約を解除いたし

ます。 

(3) そのほか、お客様等によって、本契約を継続することが難しいほどの背信行為が行われた 

場合、本契約を解除いたします。 

 

（協議事項） 

第１１条 本契約に定められていない事項について疑義が生じた場合には、事業所は介護保険法 

その他諸法令の定めるところに従い、お客様と誠意をもって協議するものとします。 

 

（第２部以上） 
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 第３部 個人情報使用同意書  
社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会  天白区介護保険事業所（以下｢事業所｣という）は、

下記の目的等によりお客様の「個人情報」を使用いたします。 

 

１ 個人情報の利用目的 

(1) 介護保険の事務手続きに関する事務（介護保険認定・更新・区分変更申請、各種届出手続

き） 

(2) 居宅(介護予防)サービス計画の作成に関する事務（情報連絡・サービス担当者会議） 

(3) お客様のために行う管理運営業務（苦情・事故報告） 

(4) サービスの質の向上のために行う業務（サービスの維持・改善のための資料作成、職員の

技能向上・教育のために行う事例研究） 

 

２ 個人情報の第三者への提供 

(1)  関係自治体及び地域包括支援センターに対し、介護保険に関する事務手続きを行う場合。 

(2)  居宅サービス事業者、施設サービス事業者、医療機関など、関係連携機関との連絡・調整

が必要な場合。 

(3)  関係自治体、民生委員等との連携(サービス担当者会議など)・連絡調整が必要な場合。 

(4)  関係自治体等への事故報告及びお客様からの苦情の報告。 

(5)  サービスの質の向上を目的とする事業所関係者への情報提供、社内研修。 

(6)  ご家族への心身状況や生活状況の説明。 

(7)  損害賠償請求などの請求にかかる保険会社への相談または届出。 

(8)  災害時において生命、身体の保護のため安否確認情報の名古屋市への提供。 

(9)  所轄警察署への業務用車輌の駐車許可のための届出。 

 

３ 個人情報を使用する期間 

  申込書もしくは契約書に定める契約期間、並びに法令の定めるところによる当該契約の解約

又は解除後の書類保存期間に相当する期間。 

 

４ その他 

  お客様及びその家族からサービス提供にあたって必要な個人情報をいただけない場合、サー

ビスの一部または全部が提供できない場合があります。 

 

※「個人情報」とは、お客様個人及び家族に関する情報であって、特定の個人が識別され、また

は識別され得るものをいいます。 

 

（第３部以上） 
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以上のとおり、指定居宅介護(介護予防)支援に関する契約を締結します。 

本件契約を証するため、本書２通を作成し、お客様及び必要な場合にはお客様の署名代行者が

署名の上、各１通を保有するものとします。 

 

 

当事業所は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスについての内容及び重要

事項の説明を行いました。 

 

    年    月    日 

 

事 業 所       住      所 

       

 名   称   天白区介護保険事業所 

 

事 業 者  社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会 

       

             代表者氏名   会  長  河  内  尚  明      

 

説 明 者  職   名 

    

       氏   名                   

 

 

私（お客様）は、本書に基づいて、指定居宅介護(介護予防)支援サービスの内容の説明を受け、

指定居宅介護(介護予防)支援サービスの提供開始に同意しました。 

また、私（お客様）、及びその家族の個人に関する情報を事業所が提供する指定居宅介護(介護

予防)支援サービスの契約（利用）にあたり、必要最低限の範囲内で使用することに同意します。 

 

お 客 様  住      所    

         

    氏      名                        

 

署名代行者  お客様との関係【             】 

        

住      所    

       

 氏      名                    

 

家族代表者  住      所    

         

    氏      名                        
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～あなたらしさを応援～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。【令和７年７月作成版】 

印刷部数：２，０００部 

印刷業者：名古屋ライトハウス  


